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▲

近年、地球規模での環境問題が国際的課題となりつつありま
す。なかでも地球温暖化防止については、その主な原因とされ
る二酸化炭素の排出の抑制およびその要因となる化石燃料使
用の削減が国際世論として強く求められています。
それを受けて、わが国では、「エネルギーの使用の合理化に関
する法律」（昭和54年6月制定、最終改正平成14年6月7日）が制定
され、建築物に係る措置として、政令で定める特定建築物につ
いては、建築確認申請時に省エネルギー計画書の提出が義務
づけられています。
対象となる建築設備は、次のとおりです。

（1） 空気調和設備
（2） 機械換気設備（空気調和設備以外）
（3） 照明設備
（4） 給湯設備
（5） 昇降機
これらの設備について、建築物を建築する際に建築主が省エ
ネに取り組む際の目安となる「建築物に係るエネルギーの使用
の合理化に関する判断基準」を示されています（最終改正　平
成20年5月　経済産業省・国土交通省告示第1号）｡
ここでは、照明設備の省エネルギー基準の概要および計算方
法（CEC/Lおよびポイント法）を紹介します。

従来、対象となる建築物は、床面積（増改築の場合はその面積）
の合計が2000㎡を超える建物に限られていましたが、平成20年
度の改正により、300㎡を超える建物、全てに拡大されました（施
行は平成22年度4月）。これに伴い、省エネルギーの判断基準とし
ては、従来は照明エネルギー消費係数（CEC/L）と仕様基準（ポイ

にた新、がたしでみの）象対が物建の㎡0005～㎡0002（）法トン
「簡易仕様基準（簡易ポイント法）」が制定され、300㎡～2000㎡
の建物に限定して使用できることとなりました（表1）。

照明設備に係るエネルギーの効率的利用の程度を評価する
手法として、照明エネルギー消費係数（CEC/L）が用いられま
す｡  CEC/Lは、建築物に設置される照明設備システム全体が1
年間に実際に消費すると予測されるエネルギー量すなわち「年
間照明消費エネルギー量」を、その設備システムに対して想定
される標準的な年間消費エネルギー量すなわち「年間仮想照明
消費エネルギー量」で除した値で表されます。

この式から判るように、CEC/Lの値が小さいほど照明設備
システムに係るエネルギーがより効率的に利用されることを
意味しています。対象となる特定建築物については、表2に示す
判断基準値以下とすることが求められます。
なお、式中の分母、分子には電気の一次エネルギー換算値が
乗じられますが、同一値（9,830（kJ/kwh））なので、CEC/Lの計
算に影響はなく、計算過程で実際に換算する必要はありません。

（Ⅰ）式の分子である年間照明消費エネルギー量は、実際に
建設される建物の照明計画において、その建物全体で1年間に
消費すると予想される照明エネルギー量を表します。具体的に
は屋内の各室または各通路ごとの照明消費電力量ETを建物全
体で積算したものになります。
すなわち、年間照明消費エネルギー量＝ΣET
ただし、ET=WT×A×T×F／1000
ここで、
ET ：各室又は通路などの年間の照明消費電力量（kWh/年）
WT ：各室又は通路などの計画照明消費電力（W/㎡）
： A 各室又は通路などの床面積〔㎡〕
各： T 室又は通路などの年間照明点灯時間（h）
： F 照明設備の制御方法により決まる補正係数

（Ⅰ）式の分母である年間仮想照明消費エネルギー量は、建
築物における室または通路などのさまざまな空間を標準的な
照明設備によって一定レベルの質を維持するために必要な照
明エネルギーを表します。具体的には、各室または通路ごとに
空間の機能別にあらかじめ設定された標準照明消費電力より
求められる仮想年間消費電力量ESを、建物全体で積算したもの
になります。
すなわち、年間照明消費エネルギー量＝ΣES
ただし、ES =  WS×A ×T ×Q1×Q2

…（Ⅰ）
年間照明消費エネルギー量（kWh/年）×電気の一次エネルギー換算値（kJ/kWh）

年間仮想照明消費エネルギー量（kWh/年）×電気の一次エネルギー換算値（kJ/kWh）

／1000
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ここで
：各室又は通路などの仮想照明消費電力量（kWh/ 年）
：各室又は通路などの標準照明消費電力（W/㎡）
：各室又は通路などの床面積（㎡）
：各室又は通路などの年間照明点灯時間（h）
：照明設備の種類に応じて決まる係数
：用途および照明設備の照度に応じて決まる係数

E
W
A
T
Q
Q 　

　実際の計算においては､WT×A は､室又は通路に使用される
照明器具1台当たりの入力電力（安定器損失を含む）と台数の積
で計算されます。

室または通路などのさまざまな空間を標準的な照明設備に
よって一定レベルの質を維持するために必要な照明エネルギ
ーを電力密度で表しています。算出の元になっているのは、現
行の主な照度基準です。たとえば、事務室を例に取ると、事務室
のWSは20W/㎡と設定されていますが、これは、照明学会オフィ
ス照明基準（1992）より標準照度を750 lxとして、その照度を得
るのに必要な照明エネルギー（Hf32Wをベース）が設定されて
います。

各室又は通路などの標準的な年間点灯時間です。分子に掛か
る点灯時間は実際に運用が計画されている時間を使用します
が、実際上は設定が困難な場合が多いので、標準的な点灯時間
を分子・分母ともに使用します。

各種の照明制御システムを効率的に運用し､実質的な照明消
費エネルギー量の低減を計る場合に､その低減分を効果に応じ
て補正します。複数の有効な制御方法が採用される場合は、そ
れらの方法に対する係数の積がＦの値になります。
すなわち、 F = F1×F2×F3・・・・・
ここでは、F1，F2・・・・ は、単独の制御等による補正係数
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通常の環境より高度な視機能や､質的水準を達成する必要か
ら照明設備に特別の措置を講ずる場合､必要な消費エネルギー
の増加分をあらかじめ見込むための補正係数です。

特定の空間（事務室､売場､教室）のみに適用されます。
その狙いは、必要に応じて高い照度の照明環境とすることを認
めることと、必然性の無い低い照度を設計照度にすることによ
ってC E C / Lを下げるような安易な対応を防止することです。

CEC/Lの計算は、評価としては、大面積の空間が大きなウエ
イトを占めるものの、実際の計算では、小面積の小さな空間を
多数扱うこととなり、計算に多大な労力を要します。そこで、計
算の労力を軽減するため、３つの方法が定められています。

仕様基準は、設計された建築物や設備の仕様から省エネルギ
ー措置の適切さを判定する仕組みとなっています。これは、各
評価分野の専門家でなくとも、省エネルギーの評価を行えるよ
うに工夫されたもので、CEC/L のように複雑な計算を必要し
ない評価法です。
照明設備に係わる仕様基準は、以下の6項目が評価対象とな
ります。
（1） 光源の種類
（2） 照明器具の器具効率
（3） 照明設備の制御方法
（4） 照明設備の配置・照度の設定
（5） 室等の形状の選定
（6） 内装仕上げの選定
主要な照明区画の照明設備が、上記の各項目において、ある
レベル以上の仕様を満足すれば、得点が与えられます（レベル
に達しなければ0点）。その得点の合計が100点を越えれば、
CEC/L=1.0以下と同等の省エネ性能を認められることになり
ます。ポイント法の算出方法は以下のとおりです
ポイント法の評価＝6つの項目の得点の合計＋80点（基礎点）
図1にポイント法の計算書式を示します。

ポイント法の計算は「主要な照明区画」が対象になります。
「主要な照明区画」とは、対象となる建築物にとって重要な役割
を有する室空間および相対的に床面積の大きい室空間を指し
ます。たとえばオフィスビルの事務室などはそれにあたります
し、学校における教室などは、個々の床面積が小さくても「主要
な照明区画」とみなす必要があります。
ポイント法の評価は必ずしも全ての「照明区画」において行
う必要はなく、優先順位の上位の照明区画から個別に評価を実
施し、その床面積の合計が、対象建築物も延べ床面積の50%を越
えればよいとされています。
なお、「照明区画」が2以上ある場合は面積加重平均して総合
評価とします。その場合の計算式は以下のようになります。

PT：総合評価点
Pｎ：ｎ番目の照明区画のポイント評価点
Aｎ：ｎ番目の照明区画の床面積
ただし、ΣAｎは延べ床面積の50%を越えていなければなりま
せん。

蛍光灯の場合のみ、総合効率90lm/Wを超えれば得点が与え
られます。ここでいう総合効率とは、「ランプの全光束値に安定
器出力係数と温度補正係数を乗じ、消費電力で除した値」と定
義されており、省エネ法「特定機器」における「エネルギー消費
効率」と同等です。

PT ＋ 80点（基礎点）ΣPn × A n

ΣAn

照明設備に係る省エネルギー基準とＣＥＣ/Ｌ

http://www2.panasonic.biz/es/lighting/plam/knowledge/design_knowledge.html


▲

なお、90lm/Wに達していなくとも、コンパクト蛍光灯、メタ
ルハライドランプ、高圧ナトリウムランプであれば、無条件に
得点が与えられます。またＬＥＤを使用していても無条件に
得点が与えられます。

器具を3種類の形状・構造に分類して、それぞれに器具効率の
レベルが設定されています。3種類以外の形状・構造の器具は対
象外となり、得点はありません。

7つの制御方法（CEC/Lに同じ）が指定されており、そのうち
いくつの方法を採用しているかで得点が与えられます。制御の
得点は他の項目に比較して高くなっており、省エネ効果が高く
評価されることになっています。特に、3種類以上を併用して採
用している場合は、高度な制御システムということで非常に高
い得点が与えられます。

タスクアンドアンビエント方式を採用している場合に与え
られる得点です。この項目も他の項目に比較して得点が高くな
っており、省エネ効果が高く評価されることになっています。
ただし事務室以外は適用対象になりません。

室指数による評価です。室指数が大きければ、照明の効率が
高いと判断され得点が与えられます。

内装仕上げの反射率による評価です。照明計画の際にその室
の照度を検討するとき計算条件として用いた反射率を使用します。

　基本的には、ポイント法と同じですが、以下の項目が異な
ります。

3 簡易ポイント法

光源の種類
　蛍光ランプは、ポイント法が総合効率（lm/w）で配点が異な
るのに対し、簡易ポイント法では、高周波点灯専用型であれ
ば、無条件で12点が与えられます。

照明器具の器具効率
　ポイント法に規定されている照明器具の器具効率は、簡易
ポイント法では、除外されています。

2

照明設備の制御方法
　ポイント法が、７つの制御の方法のうち、３つ以上を採用し
た場合に22点、１つ又は、２つ採用した場合に11点が与えられ
るのに対し、簡易ポイント法では、それぞれ２つ以上で22点、
１つ採用で11点と、基準が緩和されています。

3

室等の形状・内装仕上げ
　これらも、簡易ポイント法では除外されています。

　なお、簡易ポイント法は、計算が簡略化されている分、基準
的には、やや厳しいものになっており、その位置づけとしては
以下のようになっています。

4

簡易ポイント法　＞　ポイント法　＞　ＣＥＣ/Ｌ
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（注）　TAL ： タスクアンドアンビエント照明
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